
２０２３年度の主な事業、活動に関する報告 

 

Ⅰ．小・中学校教育等の振興への寄与事業 

 

１．教師等を対象としたセミナーやイベントの開催 

各都道府県協会・ブロックが企画する教師等を対象としたセミナーやイベントに対し

て運営の協力を行った。今年度の企画は次の通りである。 

（１）近畿ブロック「教材フェスティバルｉｎ大阪」 

近畿ブロック小学部会と大阪府小学協会の主催で２０２４年２月３日に大阪市

「ホテルアウィーナ大阪」で開催し、小学校教師向けに全図協加盟小学校出版社等

の教材の展示・実演、模擬授業を行った。 

当日は、教師や学校関係者、販売店など約４８０名が来場した。後援として、公

益社団法人日本ＰＴＡ全国協議会、日本教材学会に協力いただいた。 

（２）鹿児島県協会「小学校教材展示会」 

   鹿児島県協会の主催で２月９日に鹿屋市立鹿屋小学校で開催し、鹿屋市教育委員

会並びに教育事務所・県教育委員会認定のオープンスクール事業と連携して、公開

授業に来られた先生を対象に出版社毎のブースでの教材の展示や実演を実施。当日

は約１２０名の教職員が来場した。 

 

２．教員養成機関等への支援 

教員養成大学等への支援について研究を進めた。 

 

Ⅱ．図書教材等の適切な普及と供給に関する調査研究事業 

 

１．学校直販業界の任務や役割の確認と、協会が目指すべき方針の策定及び周知 

（１）小・中学校を支える学校直販業の恒久的な安定と発展を図るための、全図協と

しての共通理念や、会員並びに社員・従業員の行動規範の研究と啓発を行った。 

特に、学校用教材において販売店を必要としない販売形態があることから、引

き続き学校直販システムと販売店の存在意義を確認するとともに、全図協チラシ

（協会ホームページからダウンロード）などを活用して、学校への啓発宣伝に努

めるよう求めた。 

その他に、各出版社から取引販売店に対し、さまざまな機会を利用して学校直

販販売店としての任務、役割の確認のための適切な指導を行った。 

（２）学校や学校直販業、都道府県協会組織運営等に関わる法令を十分理解し、遵守



していくための啓発とその徹底促進を行った。 

   要請に応じて、事務局では各協会・ブロック主催の研修会等で関係法令の解説

を行ったり、各協会総会前に協会長へ配布する「都道府県協会総会のための基礎

資料」において協会運営上注意するべきコンプライアンスについての指導を行っ

た。 

（３）昭和５９年に公取委の指導により設定した「図書教材業における経済上の利益

の提供等に関する自主基準」（２０１９年６月一部改正）の啓発を要請に応じて行

った。 

 

２．会員並びに従業員の知識及び質的向上のための研究と研修 

（１）各協会、ブロックにおいて、総会や支部会議、小・中学部会との併催、あるいは

単独で研修会か数多く開かれたので、事務局ではその開催を支援する活動を積極

的に行った。開催された主な研修会、講習会は次の通りである（講師の肩書きは

開催当時のもの）。 

１）長野県協会では、２０２３年８月３日に全図協・宍戸亮太事務局次長による「学

校現場のＩＣＴ化によるこれからの学校直販」と題した講演会を開いた。 

２）山形県協会では、８月４日に全図協・渡部竜士専務理事による「今後の図書教材

協会のあり方について」と題した講演会を開いた。 

３）福井県協会では、８月４日に教育同人社・徳重弘樹取締役営業本部長による「教

育現場のデジタル化の現状と私たちがすべきこと」と題した講演会を開いた。 

４）岡山県協会では、８月９日に全図協・渡部専務理事による「業界の展望と課題」

と題した講演会を開いた。 

５）福岡県協会では、８月１９日に税理士法人恒輝 福田税務／労務合同事務所・福

田英一所長による「教材業界で進めるインボイス制度と税務／労務の取り組み方」

と題した講演会を開いた。 

６）九州ブロックでは、８月１９日に「九州ブロックネクストスタディ第６回」とし

て、全図協・渡部専務理事による「変化する教育行政、そして私たちは何を提案す

るか」、九州ブロック・高野哲久小学部会長による「私たちがサポートできる令和

の日本型教育とは？」と題した講演会とグループディスカッションを開いた。 

７）北海道協会では、９月２日に内田洋行・大久保昇社長による「日本の課題とこれ

からの学校教育－教育ＤＸは脅威かチャンスか－」と題した講演会を開いた。 

８）大分県協会では、９月９日に全図協・渡部専務理事による「変化する教育行政、

そして私たちは何を提案するか」、図書文化社・二階堂知弘取締役営業部長による

「新学期分析と全国の状況、直販のこれから」、大分県・高野哲久協会長による「私

たちがサポートできる令和の日本型教育とは？」と題した講演会を開いた。 

９）静岡県協会では、１０月１４日と２０日に小・中別で加盟出版社が発行するデジ



タル教材を販売店が教育委員会や学校へ説明できるスキルを身につけることを目

的とした出版社合同研修会を開いた。 

10）九州ブロックでは、１０月２０日に「九州ブロックネクストスタディ第７回」と

して、全図協・渡部専務理事による「変化する教育行政、そして私たちは何を提案

するか」、中国ブロック・皿田弘美代表による「改革に揺れる地方教育の現状～販

売店の存在意義を考える～」、九州ブロック・高野小学部会長による「私たちがサ

ポートできる令和の日本型教育とは？」と題した講演会とグループディスカッショ

ンを開いた。 

11）島根県協会では、１０月２８日に全図協・渡部専務理事による「業界の課題と展

望」と題した講演会とグループディスカッションを開いた。 

12）北海道協会では、１１月１１日に大分県・高野協会長による「令和の学びを一緒

に創りましょう！ ～直販業界とＩＣＴと地域サポーター～」と題した講演会とグ

ループディスカッションを開いた。 

13）東京都中学協会では、情報交換会として、１１月１７日に全図協・渡部専務理事

による「変化する教育行政、そして私たちは何を提案するか」と題した講演会、東

京都中学・依田誠協会長による南関東ブロックの分析・報告、グループディスカッ

ションを開いた。 

14）四国ブロックでは、２０２４年５月２５日に若手販売店と出版社による「業界の

明日を考える会」を開いた。 

15）中国ブロックでは、５月３１日に全図協・渡部専務理事による「文科省学習ｅポ

ータルの現状報告」、東海大学・朝倉徹教授による「ポストＧＩＧＡスクール構想

の学び～紙教材の有用性を考える～」と題した講演会を開いた。 

16）埼玉県協会では、７月２２日に埼玉県・日向哲郎会長と坂本泰祐元代表理事によ

るコンプライアンス（自主基準）に関する講演会を開いた。 

17）千葉県協会では、７月２７日に千葉県・上杉健司元会長による『協会「七十年」

を振り返る』と題した講演会を開いた。 

18）京都府協会では、７月２７日に全図協・渡部専務理事による「業界の課題と展望」

と題した講演会を開いた。 

（２）会員販売店及び出版社の従業員のための体系的な研修制度の運用開始に向けて、

日本教材学会との教材士研修制度運営合同委員会を中心に検討し、２０２３年７

月～２０２４年３月で「教材士研修制度・基礎コース講座（オンデマンド形式に

よる基礎的な研修プログラムを９講座、各講座４０分～５０分）」の運用を行った。

申込者数は１３９名（販売店１１８名、出版社２１名）で、受講者には履修した

講座が分かる形で履修証明書をそれぞれ送付した。 

２０２４年度も８月から２０２５年３月末までを基礎コースの受講期間として

運用し、今後はＩＣＴやコンプライアンス関連の講座を中心に新しい情報を盛り



込み動画をリニューアルする予定。 

（３）８月２３日・２４日に、インボイス制度及び電子帳簿保存法に関する説明会を

開催し、全図協顧問税理士の斎藤総合税理士法人・兼原匠先生より販売店の日頃

の業務に関わる部分を中心に、概要説明と事前に寄せられた質問への回答等を行

った。 

（４）１１月２７日に日図協・全図協合同で学習 e ポータルに関する説明会として、

文部科学省総合教育政策局主任教育企画調整官・藤原志保教育ＤＸ推進室長によ

る「教育ＤＸに関する文科省の取組について」と題した講演会を開いた。 

（５）会員販売店やその従業員が主体的に集まり、研鑽し合える環境づくり（各地で

の「業界の明日を考える会」の設置）の推進と協力を行った。 

 

３．市場拡大策の研究と実施 

学校用教材の採用促進及び公平採択促進の各種運動について、地域の実情に即し

た啓発活動を継続して実施した。 

特に、次の協会からの要請を受けて公平採択文書を作成、送付した。 

・愛媛県協会…３月１日、県内の全教委 

４．全国を対象とした災害復興支援の実施 

（１）能登半島地震の被災状況調査と、支援活動の研究と実施 

１月１日に発生した能登半島地震の被災状況調査と復旧・復興のために、能登半島

地震対策委員会を設置し、支援活動を検討、実施した。 

１）被災状況の調査 

   会員販売店の被災状況の調査と情報共有を行った。 

２）滅失教材の無償提供 

   加盟出版社では、滅失教材の献本対応、転出先の被災児童・生徒の教材の無償提

供等を実施した。 

３）販売店、出版社からの見舞金の送付 

   販売店から１００万円（各ブロックより１０万）、出版社から１００万円（日図

協小学部会５０万、中学部会５０万）の計２００万円を、全図協より２０２４年７

月１０日付で被災販売店へ送付した。見舞金額は北信越ブロックにて被災販売店

（計１１店）に対して建物等の損壊状況に応じて按分した。 

４）「全国災害復興支援制度」の認定 

   能登半島地震を「全国災害復興支援制度」の適用災害、石川県を適用地域と認定。

１月１日まで遡って１２月３１日までの期間で販売店からの申請に応じて被災児

童・生徒の教材費の未集金分の補填に充てるように運用していくことを確認した。 

５）全図協「災害見舞規程」に則った見舞金の送付 

   販売店、出版社からの見舞金とは別に、全図協「災害見舞規程」に則った通常の



見舞金を販売店からの申請に応じて実施。１販売店２万円を協会長を通じて送付し

た。 

（２）全国災害復興支援制度の実施 

 全国災害復興支援制度は、全国各地で大災害が発生した際に、学校直販の供給体制

に空白地域をつくらないことと被災地域の学校教育復興のために、全図協理事会での

認定のもと、被災地域の販売店を対象に被災児童・生徒の未収金分を補てんするもの

で、これまで、東日本大震災被災３県（岩手、宮城、福島）、熊本地震被災２県（大

分、熊本）、西日本豪雨災害被災２県（岡山、広島）を対象としてきた。現在は能登半

島地震を認定災害として石川県の販売店を対象に運用している。 

（３）加盟出版社による滅失教材の献本対応 

各地の災害に応じて、被災地域の学校から滅失教材への対応依頼があった場合には、

出版社小・中学校営業部長会の了承のもと、各出版社に献本対応の協力要請を行った。 

２０２３年度は、２０２３年９月の台風１３号（千葉）、２０２４年１月の能登半島

地震（石川）にて、滅失教材の献本対応を行った。 

（４）全図協「災害見舞規程」に則った見舞金の送付 

災害発生後、被災会員より当該協会長を通じて見舞金交付の申請があった場合、「災

害見舞規程」に則り正副会長の了承を得た上で速やかに見舞金を送付した。２０２３

年度は、２０２３年８月のひょう害（群馬）、９月の台風１３号（福島）、２０２４年１

月の能登半島地震（富山、石川）による被災会員へ見舞金を送付した。 

 

５．小規模校、少人数学級対策等の研究 

 教育の機会均等の理念のもと、全国津々浦々の学校への適正な教材供給を実現する

ために、小規模校や少人数学級等の実態調査を行なうとともに、その対策の研究を進

めた。 

 

６．再販制度維持の調査研究 

図書教材業界として学校直販の特性を考慮しながら、再販制度の永続的な存続が図

られるよう、制度運用等について研究を進めた。 

 

７．日図協との連携によるデジタル教材及びＩＣＴを活用した教育に関する調査研究 

 文科省からの要請により、「学習 e ポータルに関する専門家会議」に森達也理事が

委員として出席し、会議において教材業界への理解を広げるとともに、事務局を通じ

て協議内容を役員に報告した。 

  

８．教材等著作権保護委員会との共同による図書教材等の著作権保護に関する啓発宣

伝 



教材等著作権保護委員会と共同で深刻な被害が生じている学校用教材等の複製・公

衆送信の阻止対策を実施した。 

（１）全教委・教育事務所に対し学校用教材の著作権に関する学校への指導を依頼する

文書を３月１日付で送付し、職員会議での周知徹底を図るように依頼した。また、

同内容の文書を都道府県毎の小・中学校長会長あてにも送付した。 

（２）各都道府県協会並びに会員販売店の要望にしたがった、複写複製被害の多い地域

や学校への啓発文書の配布を行った（千葉県協会千葉市支部等）。 

（３）愛知県東郷町立東郷中学校からの要請を受けて、２０２３年８月１７日に、校内

の教職員を対象とした教材に関する著作権研修会において、渡部竜士専務理事が講

師として登壇した。 

（４）日図協を中心に学校用教材に関する複製・公衆送信について実際にあった問い合

わせをもとにＦＡＱにまとめ、各協会へ案内した。 

（５）見本回収の推進として、複製を阻止する運動の一環として進めている見本の回

収や見本箱の設置運動については、各協会においてそれぞれ自主的に進めるよう要

請し、各地においていろいろな形の回収や啓発活動が展開された。 

（６）関係官庁並びに教育関係団体、教育関連のマスコミ等に対する啓発を行った。 

 

９．図書教材のインターネット等を経由した転売行為への対策 

（１）インターネットオークションやフリーマーケットサービス運営企業との共同し

た対策の検討 

  昨年度から引き続き、株式会社メルカリと楽天グループ株式会社には学校専用の

評価教材や見本本について一定条件のもとでの出品削除等の対応を依頼した。また、

ヤフー株式会社（ヤフオク）には出品者への警告メッセージの発信等の対応を依頼し

た。 

  なお、メルカリとは運用方法を見直し、評価教材を中心にメルカリの判断で出品削

除を行うほか、繰り返し出品する場合は利用制限をかけてもらう予定。 

  そのほか、大量に見本本を出品しているような悪質と思われる出品者のリストを

運営会社毎に整理して、出版社編集・営業部長及びブロック小・中学部会長と共有し

た。 

（２）見本管理の推進 

  出品、転売されないための対策として、出版社では見本本への対応（出品禁止等の

文言の掲載やシール対応）や検討を行った。また、販売店側へは、改めて見本本の管

理、回収の徹底を依頼した。 

 

10．教材販売事業の業務改善合理化に関する調査研究 

（１）Ｗｅｂ発注システム「図書教材ネット」の改善と普及 



受発注業務の合理化のため、Ｗｅｂ経由での受発注システム「図書教材ネット」

の普及活動として、各協会での実演会の実施や、各出版社による普及促進活動を行

ってきた。今年の新学期は４９０社（昨年比６１社増）の会員販売店が利用した。 

（２）販売店向け販売管理システム「全販システム」の開発と運用、加入促進 

  会員販売店の業務のＯＡ化と、図書教材ネットへの加入促進を目的に、「販売管理

システム」を２０１８年８月より運用し、９月１日時点で３９社が利用している。 

 

11．関係官庁並びに教育関係団体、関連業界団体等との連絡協調 

 図書教材及び図書教材業界の教育的、社会的役割を認知してもらうために、関係

官庁並びに教育関係団体、関連業界団体等との連絡協調を図った。 

（１）文部科学省「土曜学習応援団」への協力 

 全図協及び各都道府県協会では、今後の文科省との連携強化と教委や学校への対外

宣伝に繋がることから、「土曜学習応援団」の賛同会員になっている。 

今年度は２０２３年８月２、３日に文科省で開催された「こども霞が関見学デー」

で来場者に向けたポスター展示を行い、協会の紹介や各都道府県協会の活動紹介を

実施した。そのほか８月２日より一定期間、Ｗｅｂ配信プログラムとして図書教材

の校正体験を実施した。 

（２）ＰＴＡ団体との連携 

  日本ＰＴＡ全国協議会（日Ｐ）の全国大会（広島大会・２０２３年８月２６日）

とブロック大会（四国ブロック・１１月１２日、近畿ブロック・１２月１日）に地

元の会員とともに全図協ブースを出展した。 

９月２９日に全国国立大学附属学校ＰＴＡ連合会の「第１４回全国大会」に渡部

竜士専務理事と依田誠理事が出席した。 

１１月２４日に日Ｐからの依頼により「創立７５周年記念式典」に来賓として細谷

会長と渡部専務理事が出席した。 

 

Ⅲ．図書教材業界の発展のための研究と啓発宣伝事業 

 

１．図書教材と業界の価値、役割の啓発宣伝 

  図書教材の価値、役割と学校直販業界の社会的重要性を広く啓発宣伝した。 

（１）学校、教師、保護者、ＰＴＡ、教育行政、その他学校教育関係者に対して、図書

教材の価値、役割と業界の社会的重要性を広く啓発宣伝していくための、協会ホー

ムページ（https://nit.or.jp）のリニューアル、協議会ロゴ・マークや会員証の

活用促進、有益な情報の発信、啓発宣伝ツールの作成を行った。 

（２）教育関連のマスコミや、各地、各教科の研究会紙・誌等を活用した啓発宣伝を行

った。 



２．都道府県協会の会員名簿の各教委への送付 

文科省並びに都道府県教育長協議会からの要請により昭和５６年度から毎年実施

している都道府県・市町村・特別区各教委への会員販売店名の連絡については、３月

１日付で、「学校用教材の販売に関する登録事業者名のご連絡について－都道府県図

書教材協会会員名のお知らせ－」と題する文書に当該協会の会員名簿を添付して全教

委・教育事務所に送付し、図書教材の購入にあたっては責任のある販売店より購入す

るよう要請した。 

 

Ⅳ．事業推進のための組織強化活動 

 

１．都道府県協会組織の強化 

 都道府県協会と加盟出版社の双方協力のもと、相互連携の強化を図り、各協会の円

滑な運営、各種研修会の実施、協会育成強化費（拠出金）の実施、功績者の顕彰、そ

の他各協会の事業・活動がより充実したものとなるための諸施策等を行った。 

１）各協会より要請のあった会費滞納や各種会議への常習欠席など協会運営への非

協力者については、取引出版社よりそれぞれ指導を行うよう要請し解決に向け努

力した。 

２）２０２３年度の協会育成強化費（拠出金）については、各出版社の全面的な協

力により集金業務を行い、小学校分が１学期 6,894,388 円、２学期 4,796,987 円、

３学期 2,980,193 円、合計 14,671,568 円、中学校分が前期 4,219,246 円、後期 1,0

07,747 円、合計 5,226,993 円、総計で 19,898,561 円を、それぞれ当該協会に還元し

た。 

３）退任した協会長３名には、感謝状を贈呈した。 

４）各協会より要請のあった事業、活動への支援、協力については随時実施した。 

 

２．ブロック活動と小・中学部会の充実 

ブロック助成金（総額３５０万円、２０２３年１０月３日付で各ブロックに支給）

を有効に活用し、下記の通りブロック会議を定例的に開催した。 

１）北海道ブロック ：２０２３年１０月２９日、２０２４年６月１日。 

２）東 北ブロック ：２０２３年１０月１３日、２０２４年６月７日。 

３）北関東ブロック ：２０２３年１１月２日、２０２４年５月３１日。 

４）南関東ブロック ：２０２３年１０月２８日、２０２４年６月１日。 

５）東 海ブロック ：２０２３年１０月２８日、２０２４年６月７日。 

６）北信越ブロック ：２０２３年１０月２７日、２０２４年６月７日。 

７）近 畿ブロック ：２０２３年１０月２８日、２０２４年５月２５日。 



８）中 国ブロック ：２０２３年１１月３日、２０２４年５月３１日。 

９）四 国ブロック ：２０２３年１０月２１日、２０２４年５月２５日。 

10）九 州ブロック ：２０２３年１０月２０日、２０２４年１月２６日、５月２４

日。 

※各ブロックともに研修会等は除いています。 

 

３．各協会、各会員販売店間の情報交換の促進 

各協会や各会員販売店の特長ある事業・活動の相互情報交換や、さまざまな有益な

情報の共有を行うための研究を進めた。 

（１）各協会の特長ある事業・活動の事例を協会ＨＰ上で公開し、それぞれの活動を紹

介した。 

（２）各協会長及び各協会窓口のメールアドレスを整備し、事務局より、協会長宛の各

種案内や報告文書の送信、業界に関わる情報の提供等を行った。 

（３）図書教材新報では、協会・業界ニュース、図書教材の活用法、教材の紹介などを

掲載して、会員販売店への情報提供のほか、教委や教育研究機関などへの広報を行

った。 

協会ホームページでは、図書教材新報「学校用教材活用事例」コーナーや、著作

権解説、ＦＡＱなどのほか、会員用ページ（要ＩＤ）を設けて、啓発宣伝用チラシ

や、販売店向けの会員証、その他各種資料のダウンロードサービス、全図協の事業・

決算報告、事業計画・予算などを随時掲載した。 

 

４．各協会会員販売店及び従業者の福利厚生の向上 

（１）生命共済制度では、９月１日現在での加入状況は２２２名２６３口（昨年比１０

名減、１２口減）となっている。なお、２０２３年度末で保険年齢が満期となった

加入者５名には祝い金を贈った。 

（２）会員並びに従業者が日ごろ学校に出入りする際のリスク（学校内で生じた対人・

対物事故や、現金盗難）を総合的に補償する全図協オリジナルの保険として、総合

補償制度の運営と加入促進を行った。９月１日現在での加入状況は４８店（昨年

比増減なし）となっている。 

（３）会員並びに従業者のための福利厚生制度では、大手福利厚生代行サービスと連携

して、通常より１０％の団体割引で、グルメや旅行、スポーツクラブなど充実した

福利厚生を提供している。運営と加入促進を行い、９月１日現在での加入状況は

８店（昨年比増減なし）となっている。 

 


